
広報はとやま2023.８月号 広報はとやま2023.８月号

熱中症を予防しよう熱中症を予防しよう

　「熱中症」は、高温多湿な環境に長くいることで、徐々
に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能
がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指
します。屋外だけでなく室内で何もしていないときで
も発症し、救急搬送されたり、場合によっては死亡す
ることもあります。
　熱中症について正しい知識を身につけ、体調の変化
に気を付けるとともに、周囲にも気を配り、熱中症に
よる健康被害を防ぎましょう。
熱中症予防のために ...
暑さを避ける︕
・扇風機やエアコンで温度をこまめに調節する。
・遮光カーテン、すだれ、打ち水を利用する。
・外出時には日傘や帽子を着用する。
・天気の良い日は日陰の利用、こまめな休憩をする。
・吸湿性・速乾性のある通気性のよい衣服を着用する。
・保冷材、氷、冷たいタオルなどでからだを冷やす。

こんな症状があったら、熱中症を疑いましょう
程度 症状

軽度
めまい、⽴ちくらみ、⼿⾜のしびれ
こむら返り（筋⾁痛）、気分が悪い
汗が⽌まらない、ボーっとする

中度
頭痛、吐き気、体がだるい（倦怠感）
虚脱感、意識がなんとなくおかしい

重度
意識がない、けいれん、体が熱い
呼びかけに対し返事がおかしい
まっすぐに歩けない

参考：「熱中症予防のために」リーフレット（厚生労
働省　令和 5年 6月）ほか
■問合せ　町保健センター　☎ 296-2530

浄化槽設置管理事業のお知らせ浄化槽設置管理事業のお知らせ

 町では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防
止するため、浄化槽設置管理事業を実施しています。
住宅所有者の敷地の一部を無償でお借りし、町が公共
浄化槽（町が設置管理する浄化槽）を設置します。詳
しくは、町ホームページをご覧ください。
■事業対象地域　公共下水道事業認可区域及び農業集
落排水事業実施区域を除く町内全域
■事業対象となる建物　新築や公共浄化槽へ入れ替え
で設置する浄化槽の大きさが10人槽以下となる専用
住宅、または主として居住を目的とした住宅
■個⼈負担
① 浄化槽設置工事費用の一部の負担金（10万 2,000

円～）
② 浄化槽使用料として月額使用料（2,600 円 / 月）、
清掃及び収集運搬料（くみ取り汚泥10Lにつき88
円 /年）

■浄化槽転換促進奨励補助⾦の制度があります。
　建築確認申請を要しない既存単独処理浄化槽又は汲
み取り便槽から公共浄化槽へ入れ替えをする方に対し
て、個人負担となる配管費、処分費等の一部に補助金
を交付いたします。
配管費：最大20万円、処分費：最大10万円
■問合せ　役場上下水道課　☎296-1228

「鳩⼭町コミュニティ・マルシェ」の「鳩⼭町コミュニティ・マルシェ」の
指定管理者を募集します指定管理者を募集します

　鳩山町コミュニティ・マルシェは、鳩山ニュータウ
ン地域のアクティブ化を目的とした「鳩山町生涯活躍
のまち構想推進による住宅団地アクティブ化事業」を
具体的に展開する複合的拠点施設で、移住推進セン
ター、まちおこしカフェ、シェアオフィス、ふくしプ
ラザで構成されています。この施設を、「町民参加型で、
自立性が高く、魅力的な管理運営」ができる指定管理
者を、公募型プロポーザル（提案）方式により、募集
します。
■管理する施設　鳩山町コミュニティ・マルシェ
■業務内容　鳩山町コミュニティ・マルシェの管理運
営等に関すること
■指定期間　令和6年 4月 1日～令和11年 3月 31
日まで（5年間）
■応募資格　指定期間中において、魅力的な管理運営
を安全校正かつ円滑に実施できる法人または団体（企
業、自治会、NPOなど）
※個人での応募はできません。
■応募⽅法 指定申請書等（町ホームページからもダ
ウンロードできます）必要書類を、受付期間中に窓口

へ持参（土・日曜日、祝日を除く午前８時30分から
午後５時まで）、郵送のいずれかの方法で提出してく
ださい。（郵送の場合は期間内必着）
■募集要項配布期間　8月 1日（火）～8月 16日（水）
まで（土・日曜日、祝日を除く午前８時30分から午
後５時まで）
■申請書受付期間 8月 24日（木）～9月 15日（金）
まで（土・日曜日、祝日を除く午前８時30分から午
後５時まで）
■選考⽅法　応募書類による審査（1次審査）及び面
接審査（2次審査）により選考します。2次審査では
事業計画書をもとに20分程度のプレゼンテーション
を行っていただき、続いて質疑応答を行う面接審査を
行います。そして、最も良い管理運営プランを掲示し
た団体を選定します。
■提出先・問合せ　役場政策財政課　政策・広報・
DX推進担当（庁舎2階）
〒350-0392　鳩山町大字大豆戸184-16
☎296-1212　FAX 296-2594

「鳩⼭町泉井交流体験エリア」の「鳩⼭町泉井交流体験エリア」の
指定管理者を募集します指定管理者を募集します

　鳩山町泉井交流体験エリアは、「泉井地区活性化取
組方針」に位置付けられた地域の主要産業である農業
の振興を図るための「交流」と「体験」の場となる拠
点施設であり、民間事業者等が有する柔軟な発想やノ
ウハウを活用して地域の産業振興に寄与し、魅力的な
管理運営が期待できる法人または団体（企業、自治会、
NPOなど）を、施設を管理する指定管理者として、
公募型プロポーザル（提案）方式により募集します。
■管理する施設　鳩山町泉井交流体験エリア
■業務内容　鳩山町泉井交流体験エリアの管理運営等
に関すること
■指定期間　令和 6年 4月 1日～令和 9年 3月 31
日まで（3年間）
■応募資格　指定期間中において、管理運営を安全公
正かつ円滑に実施できる法人その他の団体
※個人での応募はできません。
■応募⽅法 指定申請書等必要書類を、受付期間中に

窓口へ持参（土・日曜日、祝日を除く午前8時 30分
から午後5時まで）、郵送のいずれかで提出してくだ
さい。（郵送の場合は期間内必着）
■募集要項配布期間　8月7日（月）から8月18日（金）
まで（土・日曜日、祝日を除く午前8時 30分から午
後5時まで）
※郵送での配布は行いません。
※ 募集要項及び申請書は、町ホームページからダウン
ロードできます。

■申請書受付期間　8月28日（月）から9月13日（水）
の午前8時 30分から午後5時（土・日曜日、祝日を
除く）
■提出先・問合せ　役場産業環境課　農業・商工業政
策担当（庁舎3階）
〒350-0392　鳩山町大字大豆戸184-16　
☎ 296-5895　FAX296-7557

こまめに⽔分を補給する︕
・ 室内でも、外出時でも、のどの渇きを感じていなく
てもこまめに水分・塩分などを補給しましょう。

ＴＴｏ ｐ ｉ ｃ ｓｏ ｐ ｉ ｃ ｓ
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　町内業者により、現在お住まいの住宅を改修する場
合、その費用の一部を町で補助します。
■対象　次の①～⑥すべてに該当する方（１住宅、同一
の申請者につき１回限りの補助となります）
①申請時に本町に住民登録をしていること
② 補助対象となる住宅の所有者で、同住宅に居住して
いること

③申請時点で町税を滞納していないこと
④ 対象工事が令和 6年３月末までに完了すること
⑤ 対象工事について町が実施する同様の補助金等を受
けていないこと

⑥  補助金交付決定前に工事等を着工していないこと
（※申請受付後に現場確認を行い、交付決定通知を交付）
■補助対象⼯事 町内業者が行う20万円以上（税別）
の個人住宅の改修工事（増築を除く）。ただし部分的な
修繕工事は除く。
例… 建物の内外装の改修工事、居室・居間・玄関・台所・
トイレなどの改修工事（公共下水道等への接続工事
は除く）

■補助⾦額　改修工事に要した費用の100分の５に相
当する金額で10万円を限度（千円未満切り捨て）

■予算額　50万円　※予算額を越える申請があった場
合は抽選となります。
■受付期間　９月1日（金）～20日（水）午後5時
■公開抽選　9月 21日（木） 午前 10時から役場３
階 301会議室で実施します。
※ 抽選の有無については、受付期間終了後にご連絡し
ます。

※ 新型コロナウイルス感染防止対策を図りながら実施
します。

■必要書類　【申請時に必要な書類】
① 鳩山町住宅リフォーム補助金交付申請書（役場産業
環境課窓口にて配布）

②改修工事の見積書の写し
③改修工事の図面（改修部分に色付けしたもの）

【抽選確定後に必要な書類】
①住民票の写し（申請者個人のもの）
②町税（国民健康保険税も含む）納税証明書
③家屋所有証明書
■書類提出先・問合せ　役場産業環境課（庁舎３階）
☎296-5895

町内業者で改修する場合はご活⽤ください
住宅のリフォーム資⾦を補助します住宅のリフォーム資⾦を補助します

　手話技術を取得して、聴覚に障がい
をお持ちの方とのコミュニケーション
を深めてみませんか。
■応募資格（以下の①②の全てに該当
する方）

① 鳩山町に在住・在勤・在学する18歳以上の方（た
だし、高校生は除く）

②原則として全日程に出席できる方
■内容　厚生労働省手話奉仕員養成カリキュラムに準
じた実技講習（15回）と特別講演（1回）
※ 実技講習を12回以上及び特別講演を履修された方
には終了証を交付します。

■⽇時　令和5年 10月 16日（月）～令和6年 2月
19日（月）までの毎週月曜日　午前9時 30分～ 11
時 30分
■場所　ニュータウンふくしプラザ
■講師　一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会　比企聴
覚障害者の会

■アシスタント　鳩山手話サークル「つくし」
■費⽤　3,300円（テキスト代）初回の時にお支払い
いただきます。（社福）全国手話研修センター発行の
手話奉仕員養成テキスト「手話を学ぼう手話で話そう」
をお持ちの方は要相談。
■募集⼈員　15人
■申込⽅法　8月 10日（木）～ 9月 15日（金）ま
でに、住所・氏名（ふりがな）・年齢・連絡先電話番
号・（在勤・在学者は勤務先、学校名）・受講経験・テ
キストの有無を明記の上、電話・はがき（当日消印有
効）・FAX・メール・役場長寿福祉課窓口のいずれか
の方法で、お申し込みください。後日、応募結果を通
知します。
■宛先・問合せ　役場長寿福祉課
〒350-0392　鳩山町大字大豆戸184-16
☎ 296-1241　FAX　296-3390
Eメール　h140@town.hatoyama.lg.jp

受講生
募　集

「⼿話講習会（⼊⾨編）」「⼿話講習会（⼊⾨編）」
（⼿話奉仕員養成講習会）を開催します（全 16 回）（⼿話奉仕員養成講習会）を開催します（全 16 回）

 令和５年７月６日（木）に、鳩山町と国立大学法
人金沢大学融合研究域（石川県金沢市）は、互いに有
する人的資源と物的資源を有効活用し研究交流するこ
とで、地域社会及び教育 ･ 研究の発展を目的とする
「研究交流事業に関する基本協定｣ を締結しました。
　特にAI（人工知能）技術を活用して、教育、文化、
スポーツ、自然 ･ 環境、健康 ･ 福祉及び地域振興等

鳩⼭町と国⽴⼤学法⼈⾦沢⼤学融合研究域鳩⼭町と国⽴⼤学法⼈⾦沢⼤学融合研究域
AI を活⽤した研究交流事業を実施しますAI を活⽤した研究交流事業を実施します

の分野における課題を解決するための取り組みを行
います。
　全国で DX（デジタル・トランスフォーメーション）
推進を目的とした取り組みが進む中、その一つの手
段でもある AI を活用することで、町民の皆さまに
対してより効果的な事業展開ができると考え、金沢
大学融合研究域との研究協定締結に至りました。

全国初

マイナンバーカード取得と電⼦証明書の更新の相談・⼿続き受付中マイナンバーカード取得と電⼦証明書の更新の相談・⼿続き受付中

 町では、平日お勤め等により来庁で
きない方のために休日に臨時開庁し、
新規申請や申請後のマイナンバーカー
ドの受け取り、電子証明書の更新に関
する相談・手続きを行っています。

■問合せ　役場町民健康課　☎ 296-5891

◆ 8 〜 9 ⽉ 休⽇臨時開庁⽇
■⽇程　8月 6日（日）・26日（土）
　　　　9月 10日（日）・30日（土）
※ ８月６日は埼玉県知事選挙のため、中止します。
※ 8月 26日は午前 9時～正午のみ実施します。
■時間　午前９時～正午　午後 1時～午後３時

■事業内容
　AI を活用した事業の第１弾は、糖尿病の革新的な
予防対策事業として、生体センシング技術とKDB（国
保データベースシステム）を用いた AI によるヘル
スプロモーション「HATO-Check（ハトチェック）」
を実施します。
　これは、最先端センシング機器 Free Style リブ
レを使用し、24 時間の血糖値の変動を 1 分間ごと
にモニタリングするもので、参加者自身もスマホに
より数値が確認できるため、何を食べるとどのくら
い血糖が上がるのか血糖上昇の仕組みを理解するこ
とができます。また、KDB（国保データベースシス
テム）によるデータと掛け合わせ分析することで、
現在のリスクの有無だけでなく、AI による将来的な
糖尿病リスクの出現率を予測するなど、国内でも先
進的な取り組みです。
■対象　鳩山町国民健康保険被保険者、一般町民
■定員　50 人（予定）
■時期　令和 5年 10 月に参加者を募集し、11 月か
ら事業を開始します。
※ 令和 4 年度に受診した健診結果（血糖値等）によ
る基準を設け、募集する予定です。詳しくは広報
はとやま、町ホームページ、町公式 LINE 等でお
知らせします。
※  9 月 30 日（土）に開催を予定している「はとや
ま健寿まつり IN はーとんスクエア 2023」にお

AI によるヘルスプロモーションを実施しますAI によるヘルスプロモーションを実施します
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いて、Free Style リブレの説明ブースを設けます。
ぜひお立ち寄りください。（はとやま健寿まつりの
ご案内は 9月に全戸配布します。）

■使⽤する Free Style リブレについて
　Free Style リブレは、アボット社が販売するセン
シング機器であり、血糖値の状態を計測できるもの
です。参加者の二の腕に円形のセンサーを装着する
ことで体内のグルコースを連続的に測定し、そこか
ら血糖値を推計する仕組みで、測定した血糖値は参
加者のスマートフォンへ情報が流れ、蓄積され、リ
アルタイムで確認することができます。
　また、血糖値を測定することによって、これまで
モニタリングすることが難しかった、数値による食
習慣等の客観的な観察が実現可能となり、糖尿病を
未然に防ぐための効果的な対策事業の展開が期待で
きます。
■問合せ　町保健センター　☎ 296-2530
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